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春日井市多文化共生審議会について 

 

春日井市附属機関等の設置等に関する指針（抜粋） 

 

（趣旨） 

第１条 この指針は、公正で透明性のある市政の推進を図るため、附属機関及 

び懇話会(以下「附属機関等」という。)の管理について必要な事項を定める 

ものとする。 

（定義） 

第２条 この指針において「附属機関」とは、地方自治法（昭和22 年法律第 

67 号）第138 条の４第３項の規定に基づき、法律又は条例（以下「法令」と 

いう。）の定めるところにより、調停、審査、諮問又は調査のため市が設置す 

る機関をいう。 

２ この指針において「懇話会」とは、要綱等の定めるところにより、専門知 

識の導入、市政に対する市民意見の反映等を目的として、市が設置するもの 

をいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

⑴  市職員のみを構成員として組織されているもの 

⑵ 関係機関との連絡調整を主な目的とするもの 

⑶  実行委員会等、イベント等を実施するために組織するもの 

⑷  市職員の研修、研究等を主な目的とするもの 

 

〔一部省略〕 

 

（会議の公開） 

第12条 附属機関等の会議は、原則として公開する。ただし、次の各号のいず 

れかに該当する場合を除く。 

⑴  法令の規定により、会議が非公開とされている場合 

⑵ 春日井市情報公開条例（平成12 年春日井市条例第40 号）第７条各号に 

掲げる情報（以下「不開示情報」という。）に該当すると認められる事項に 

ついて審議等を行う場合 

⑶  会議を公開することにより、当該会議の適正な運営に著しい支障が生ず 

ると認められる場合 

 

資料１ 
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（公開又は非公開の決定） 

第13 条 附属機関等の会議の公開又は非公開の決定は、前条の規定により、附 

属機関にあっては附属機関の長が当該会議に諮って行い、懇話会にあっては 

市長が行うものとする。 

２ 附属機関及び市長は、会議を公開しないことを決定した場合には、その理 

由を明らかにしなければならない。 

（公開の方法等） 

第14 条 附属機関等の会議の公開は、会場に一定の傍聴席を設け、希望する者 

に傍聴を認めることにより行うものとする。 

２ 附属機関等は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行わ 

れるよう、傍聴手続、遵守事項等を定め、会場の秩序維持に努めるものとす 

る。 

３ 附属機関等は、会議資料を傍聴者に配付し、又は閲覧に供するものとする。 

ただし、不開示情報が記録されているものを除く。 
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春日井市附属機関設置条例（抜粋） 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、法令又は他の条例に定めるもののほか、地方自治法（昭和

22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に基づき、附属機関の設置につい

て必要な事項を定めるものとする。 

（設置及び担任事務） 

第２条 別表執行機関の欄に掲げる執行機関に、それぞれ同表附属機関の欄に掲

げる附属機関を置く。 

２ 附属機関の担任する事務は、別表担任事務の欄に掲げるとおりとする。 

（委員の定数） 

第３条 附属機関の委員の定数は、別表委員の定数の欄に掲げるとおりとする。 

（略） 

別表（第２条、第３条関係） 

執行機

関 

附属機関 担任事務 委員の定数 

市長 春日井市新型インフ

ルエンザ等対策連絡

調整会議 

新型インフルエンザ等の発生に対

する準備、健康危機発生時の対応

及び被害からの回復についての調

査及び審議 

21人以内 

春日井市地域公共交

通会議 

地域に応じた旅客運送の確保及び

地域の実情に即した輸送サービス

の実現に必要な事項についての審

議 

20人以内 

春日井市多文化共生

審議会 

多文化共生に関する審議 12人以内 
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春日井市多文化共生審議会規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、春日井市附属機関設置条例（平成27年春日井市条例第２

号）第４条の規定に基づき、春日井市多文化共生審議会（以下「審議会」とい

う。）の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。 

 （委員） 

第２条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

⑴ 学識経験を有する者 

 ⑵ 国際交流団体関係者 

⑶ 公募による市民 

 ⑷ 前３号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

 （任期） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。 

２ 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のとき

は、議長の決するところによる。 

 （関係者の出席） 

第６条 審議会は、必要があると認めるときは、審議会の会議に関係者の出席を

求め、その説明又は意見を聞くことができる。 

 （庶務） 

第７条 審議会の庶務は、市民生活部市民活動支援センターにおいて処理する。 

 （委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮って定

める。 

 


